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�愛媛県告示第３７１号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

原子力防災ドローンオペレ
ーション強化事業に係る維
持管理業務一式

愛媛県県民環境部防災
局原子力安全対策課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成３１年４月１日
株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・データ
東京都江東区豊洲三丁目
３番３号

３２，９８０，６８０円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による。

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

フロンティア薬局 新田町店 新居浜市新田町二丁目２番９号 株式会社 フロンティア 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

エンジェル薬局 宮川店 四国中央市三島宮川四丁目４番９号 有限会社 エンジェルファミリー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第３０７１号 平成３１年４月２３日

平成３１年４月２３日火曜日 第３０７１号

愛 媛 県 報

３３８



��������������

�������
�愛媛県告示第３７３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室

並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ザグザグ伯方店

今治市伯方町叶浦甲１６６６－１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ザグザグ

岡山県岡山市中区清水３６９番地２

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ザグザグ

岡山県岡山市中区清水３６９番地２

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和元年１２月１２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，０３５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

３５台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

３０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

５．７立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成３１年４月１１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月

間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３７４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

しんぐう薬局 四国中央市新宮町新宮５０ 有限会社 エンジェルファミリー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

エンジェル薬局川之江井地店 四国中央市川之江町３３１番地１ 有限会社 エンジェルファミリー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

いずみ薬局 今治市末広町一丁目６番地２２ 株式会社アルティザン 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

エール薬局一本松店 南宇和郡愛南町一本松５１５７ 株式会社 Ｙｅｌｌ Ｐｈａｒｍａｃ
ｙ

薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

エール薬局城辺店 南宇和郡愛南町城辺甲２４８１－１ 株式会社 Ｙｅｌｌ Ｐｈａｒｍａｃ
ｙ

薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

本郷調剤薬局 新居浜市本郷三丁目５番３５号 株式会社 メディシス 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

王子調剤薬局 新居浜市王子町３番２号 株式会社 メディシス 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３１年
４月１日

愛 媛 県 報平成３１年４月２３日 第３０７１号

３３９
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�愛媛県告示第３７６号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

日から４月間縦覧に供する。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター山越店 松山市山越三丁目７７
２番地 外 大規模小売店舗の名称 マルヨシセンター山

越店
（仮称）ザ・ビッグ
松山山越店

令和元年
６月８日

平成３１年
４月１１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社マルヨシセ
ンター
香川県高松市南新町
４番地の６
代表取締役
佐竹 克彦

マックスバリュ西日
本株式会社
広島県広島市南区段
原南一丁目３番５２
代表取締役
加栗 章男

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３７５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

（仮称）ザ・ビッグ松山
山越店

松山市山越三丁目７７
２番地 外 荷さばき施設の位置及び面積 １箇所

１２６平方メートル
２箇所
２２４平方メートル

令和元年
１２月１２日

平成３１年
４月１１日

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前７時から午後９
時まで

午前６時から午後９
時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成３１年４月２３日 第３０７１号

３４０



��������������

��������������

��������������

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
ファーム北条 愛媛県西条市 愛媛県西条市広江１４

０番１ほか１２８筆 ２２９，９７６

２ 申請年月日

平成３１年４月１１日

�������
�愛媛県告示第３７７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成３１年４月２３日から５月６日まで

�������
�愛媛県告示第３７８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

基本測量（国土広域情報 修正）

２ 作業期間 平成３０年４月１日から

平成３１年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県内全域

�������
�愛媛県告示第３７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画特定用途制

限地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆

の縦覧に供する。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８２号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によりパ－キング・チケット発給手数料の収納事務を次のとおり委託し

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科
独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

濱 田 智 子 東温市横河原３６６番地 平成
３１年４月１日

視覚障害、平衡・音声・言語機
能障害 脳神経外科 住 友 別 子 病 院 高 橋 潔 新居浜市王子町３番１号 平成

３１年４月１日

呼 吸 器 機 能 障 害 呼吸器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 山 本 将一朗 東温市志津川 平成

３１年４月１日

肢体不自由、平衡・音声・言語
機能障害 脳神経外科

たに脳神経外科・内
科・ものわすれクリ
ニック

谷 到 新居浜市郷２丁目１－１０ 平成
３１年４月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 浪 口 謙 治 東温市志津川 平成

３１年４月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

佐々木 康 浩 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市東大洲１５６３番地１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成３０年

１月１日
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人事委員会告示

公営企業告示

正 誤

�愛媛県人事委員会告示第３号
２０１９年（平成３１年）職種別民間給与実態調査を次のとおり実施す

るので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条

第２項の規定により告示する。

平成３１年４月２３日

愛媛県人事委員会

委員長 宇都宮 嘉 忠

１ 調査の目的

地方公務員の給与を民間の従業員の給与と比較検討するための

基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

県内の企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の事業所

３ 報告を求める事項

� 事業所に関すること。

� 給与制度に関すること。

� 従業員の給与に関すること。

� 採用に関すること。

� その他勤務条件に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

平成３１年４月分の最終給与締切日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出されたもの

６ 報告を求めるために用いる方法

実地調査

７ 報告を求める期間

平成３１年４月２４日（水）から令和元年６月１３日（木）まで

�愛媛県公営企業告示第２号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の徴収の事務を次のとおり委託した。

平成３１年４月２３日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立病院未収金の回収の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

弁護士法人舘野法律事務所 東京都渋谷区渋谷二丁目１６番８号

南雲ビル

３ 委託期間

平成３１年４月１日から令和４年３月３１日まで

�正 誤

平成３１年３月３１日付け第３０６４号外２愛媛県条例第２５号（愛媛県県

税賦課徴収条例の一部を改正する条例）中

た。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によりパ－キング・チケット発給手数料の収納事務を次のとおり委託し

た。

平成３１年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

受託者名称 受託者の主たる事務所の所在地 委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

有限会社 セイコービルサービス 愛媛県松山市北藤原町１番地１８ パ－キング・チケット発給設備（今治市
内）からの手数料の収納の事務

平成３１年４月１日から

平成３２年３月３１日まで

受託者名称 受託者の主たる事務所の所在地 委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

有限会社 セイコービルサービス 愛媛県松山市北藤原町１番地１８ パ－キング・チケット発給設備（松山市
内）からの手数料の収納の事務

平成３１年４月１日から

平成３２年３月３１日まで

ページ 箇 所 誤 正

２ 改正前欄中
上から１３行目 場合には 場合には

２１
附則第４項表中
右欄
上から８段目

（平成３１年法律第 号）（平成３１年法律第２号）

平成３１年４月２３日 発行
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